
要
保
護
児
童
等
に
関
す
る
情
報
共
有
シ
ス
テ
ム
の
概
要
①

従
来
の
対
応
（
一
般
的
な
例
）

情
報
共
有
シ
ス
テ
ム
導
入
後
の
対
応

・
近

年
に

発
生

し
た

児
童

虐
待

の
事

案
で

は
、

転
居

し
た

際
の

自
治

体
間

の
引

き
継

ぎ
や

、
児

童
相

談
所

と
市

町
村

の
情

報
共

有
が

不
十

分
で

あ
っ

た
こ

と
が

課
題

と
し

て
挙

げ
ら

れ
て

い
る

。

・
こ

の
た

め
、

転
居

し
た

際
に

自
治

体
間

で
的

確
に

情
報

共
有

を
行

う
と

と
も

に
、

児
童

相
談

所
と

市
町

村
に

お
い

て
夜

間
・

休
日

も
含

め
、

日
常

的
に
迅

速
な

情
報

共
有

を
行

う
こ
と

が
で

き
る

仕
組

み
が

必
要

と
な

る
た

め
、

情
報

シ
ス

テ
ム

の
構

築
を

進
め

る
。

・
令

和
２

年
度

予
算

案
で

は
、

全
国

統
一

の
情

報
共

有
シ

ス
テ

ム
の

開
発

や
自

治
体

に
お

け
る

シ
ス

テ
ム

改
修

に
必

要
な

費
用

を
計

上
。

背
景

・
目

的

①
通
告
受
理

・
関

係
機

関
等

か
ら

の
通

告
を

受
理

し
、

そ
の

際
に

得
た

情
報

を
記

録

・
児

童
相

談
所

に
お

け
る

過
去

の
対

応
歴

を
確

認
す

る
と

と
も

に
、

住
所

地
の

市
町

村
等

に
お

け
る

過
去

の
対

応
歴

を
電

話
で

確
認

・
通

告
者

が
把

握
し

て
い

る
情

報
以

外
の

情
報

を
収

集
。

必
要

に
応

じ
、

市
町

村
等

か
ら

電
話

で
聴

取
。

（
例

：
住

所
、

利
用

機
関

（
保

育
所

等
）

・
就

学
状

況
、

家
庭

の
状

況
等

）

【
児
童
相
談
所
が
新
た
に
虐
待
事
案
の
通
告
を
受
け
た
場
合
の
情
報
共
有
・
情
報
収
集
の
例
】

・
関

係
機

関
等

か
ら

の
通

告
を

受
理

し
、

そ
の

際
に

得
た

情
報

を
記

録

・
過

去
の

対
応

歴
の

有
無

に
つ

い
て

、
情

報
共

有
シ

ス
テ

ム
で

検
索

（
夜

間
・

休
日

な
ど

、
市

町
村

の
職

員
が

不
在

の
場

合
で

も
把

握
可

能
）

・
情

報
共

有
シ

ス
テ

ム
に

市
町

村
が

登
録

し
て

い
る

情
報

を
確

認
（

例
：

住
所

、
利

用
機

関
（

保
育

所
等

）
・

就
学

状
況

、
家

庭
の

状
況

等
）

②
ケ
ー
ス
の
進
行
管
理

・
要

保
護

児
童

対
策

地
域

協
議

会
の

実
務

者
会

議
（

２
月

に
１

度
程

度
）

や
電

話
等

に
よ

り
、

各
ケ

ー
ス

の
状

況
変

化
等

を
把

握
す

る
と

と
も

に
、

支
援

方
針

を
確

認

・
要

保
護

児
童

対
策

地
域

協
議

会
の

仕
組

み
に

加
え

、
情

報
共

有
シ

ス
テ

ム
に

よ
り

、
児

童
相

談
所

と
管

内
市

町
村

は
、

そ
れ

ぞ
れ

が
保

有
す

る
ケ

ー
ス

記
録

を
常

時
、

相
互

閲
覧

可
能

（
ケ

ー
ス

記
録

の
登

録
情

報
が

変
更

さ
れ

た
際

、
シ

ス
テ

ム
上

で
自

動
的

に
関

係
自

治
体

に
通

知
（

（
例

）
市

町
村
→

児
童

相
談

所
）

）

③
転
出
の
際
の
引
き
継
ぎ
等

・
転

出
先

の
児

童
相

談
所

に
電

話
や

文
書

の
郵

送
等

に
よ

り
連

絡
（

緊
急

性
の

高
い

事
案

は
対

面
で

引
き

継
ぎ

を
実

施
）

・
児

童
が

行
方

不
明

に
な

っ
た

場
合

、
各

都
道

府
県

の
児

童
相

談
所

に
F

A
X

で
情

報
共

有
を

行
い

、
当

該
児

童
の

情
報

収
集

を
実

施

・
情

報
共

有
シ

ス
テ

ム
に

よ
り

、
ケ

ー
ス

記
録

の
情

報
提

供
を

行
い

、
正

確
な

情
報

を
速

や
か

に
伝

え
る

こ
と

が
可

能

・
情

報
共

有
シ

ス
テ

ム
に

お
い

て
、

行
方

不
明

と
な

っ
た

児
童

の
情

報
共

有
や

情
報

収
集

を
実

施
（

電
子

的
な

管
理

に
よ

り
過

去
の

情
報

等
の

検
索

が
容

易
）

資料33
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要
保
護
児
童
等
に
関
す
る
情
報
共
有
シ
ス
テ
ム
の
概
要
②

【
情
報
共
有
シ
ス
テ
ム
の
機
能
等
】

①
ケ
ー
ス
の
登
録
・
管
理
等

③
そ
の
他

○
児

童
記

録
票

の
新

規
登

録
・

更
新

・
全

国
共

通
フ

ォ
ー

マ
ッ

ト
の

児
童

記
録

票
に

よ
り

ケ
ー

ス
記

録
を

登
録

す
る

。
ケ

ガ
の

写
真

等
を

添
付

す
る

こ
と

も
可

能
。

・
新

規
の

ケ
ー

ス
登

録
や

既
に

登
録

さ
れ

て
い

る
ケ

ー
ス

記
録

の
更

新
（

情
報

の
追

加
・

変
更

）
が

行
わ

れ
た

際
、

自
動

的
に

関
係

自
治

体
に

通
知

さ
れ

る
。

（
関

係
自

治
体

へ
の

通
知

：
児

童
相

談
所
→

住
所

地
の

市
町

村
、

住
所

地
の

市
町

村
→

児
童

相
談

所
）

○
児

童
記

録
票

の
閲

覧
・

個
別

の
ケ

ー
ス

記
録

の
閲

覧
の

ほ
か

、
登

録
を

行
っ

た
ケ

ー
ス

の
一

覧
表

を
閲

覧
す

る
こ

と
が

可
能

。
（

児
童

相
談

所
と

管
内

市
町

村
に

お
い

て
は

、
そ

れ
ぞ

れ
が

保
有

す
る

ケ
ー

ス
記

録
に

つ
い

て
、

夜
間

・
休

日
も

含
め

、
常

時
、

相
互

に
閲

覧
す

る
こ

と
が

可
能

）

○
サ

ー
バ

ー
・

全
て

の
自

治
体

が
利

用
で

き
る

本
シ

ス
テ

ム
専

用
の

全
国

共
通

の
サ

ー
バ

ー
を

整
備

。
サ

ー
バ

ー
内

で
は

都
道

府
県

ご
と

の
格

納
領

域
を

区
分

し
て

情
報

を
管

理
。

○
操

作
・

閲
覧

履
歴

の
記

録
・

シ
ス

テ
ム

上
で

行
っ

た
操

作
の

履
歴

や
、

他
の

自
治

体
に

よ
る

児
童

記
録

票
の

閲
覧

の
履

歴
を

記
録

し
、

確
認

す
る

こ
と

が
可

能
。

○
厚

生
労

働
省

へ
の

報
告

等
・

死
亡

事
例

検
証

の
対

象
と

な
る

重
大

事
案

等
に

つ
い

て
、

厚
生

労
働

省
が

ケ
ー

ス
記

録
の

閲
覧

を
行

う
こ

と
や

、
毎

年
、

調
査

を
実

施
し

て
い

る
児

童
相

談
所

の
職

員
体

制
等

に
つ

い
て

、
シ

ス
テ

ム
上

で
自

治
体

が
厚

生
労

働
省

に
報

告
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

。

※
本

シ
ス

テ
ム

は
、

L
G

W
A

N
―

A
S

P
と

し
て

開
発

さ
れ

る
シ

ス
テ

ム
で

あ
る

。
（

L
G

W
A

N
―

A
S

P
 ：

L
G

W
A

N
（

自
治

体
を

相
互

に
接

続
す

る
行

政
専

用
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

）
を

介
し

て
、

自
治

体
職

員
に

各
種

行
政

事
務

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
仕

組
み

）

※
各

機
能

に
つ

い
て

は
、

標
準

設
定

を
記

載
し

て
い

る
が

、
各

自
治

体
で

設
定

を
変

更
す

る
こ

と
が

可
能

。

※
情

報
の

登
録

・
更

新
は

、
電

子
デ

ー
タ

の
取

り
込

み
だ

け
で

な
く

、
オ

ン
ラ

イ
ン

入
力

（
シ

ス
テ

ム
上

で
の

直
接

入
力

）
が

可
能

。

○
検

索
・

過
去

の
対

応
歴

の
有

無
を

把
握

す
る

た
め

、
児

童
や

保
護

者
の

氏
名

等
に

よ
り

、
全

国
の

ケ
ー

ス
記

録
の

検
索

が
可

能
。

（
部

分
的

な
情

報
で

も
検

索
可

）

○
転

出
児

童
の

情
報

提
供

、
転

入
児

童
の

確
認

・
登

録
さ

れ
て

い
る

ケ
ー

ス
が

転
出

し
た

場
合

、
転

出
先

の
自

治
体

に
対

し
、

ケ
ー

ス
記

録
の

情
報

提
供

を
行

う
。

・
情

報
提

供
を

受
け

た
転

入
先

の
自

治
体

に
お

い
て

、
確

認
を

行
っ

た
ケ

ー
ス

記
録

は
、

転
入

先
の

自
治

体
に

登
録

さ
れ

、
当

該
自

治
体

で
更

新
を

行
う

。
（

届
出

な
し

で
転

出
し

た
場

合
、

転
出

先
の

自
治

体
が

検
索

機
能

を
用

い
て

転
出

元
の

自
治

体
を

把
握

し
、

ケ
ー

ス
記

録
の

情
報

提
供

を
受

け
る

こ
と

が
可

能
）

○
行

方
不

明
児

童
（

Ｃ
Ａ

情
報

）
の

情
報

共
有

・
児

童
が

行
方

不
明

と
な

っ
た

場
合

、
全

国
の

児
童

相
談

所
に

通
知

。
該

当
す

る
児

童
を

確
認

し
た

児
童

相
談

所
は

、
通

知
元

の
児

童
相

談
所

に
情

報
提

供
を

行
う

。

②
自
治
体
間
の
情
報
共
有
（
検
索
・
転
出
転
入
等
）
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要
保
護
児
童
等
に
関
す
る
情
報
共
有
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
閲
覧
制
限
に
つ
い
て

※
本

シ
ス

テ
ム

は
、

各
自

治
体

の
ケ

ー
ス

記
録

（
児

童
記

録
票

）
を

全
国

共
通

の
サ

ー
バ

ー
で

一
元

的
に

管
理

す
る

が
、

全
て

の
自

治
体

が
全

て
の

情
報

を
閲

覧
で

き
る

仕
組

み
で

は
な

く
、

閲
覧

制
限

を
行

い
、

必
要

な
範

囲
で

情
報

を
閲

覧
を

す
る

仕
組

み
と

な
っ

て
い

る
。

【
児
童
記
録
票
】

【
都
道
府
県
内
の
閲
覧
機
能
】

（
児

童
相

談
所

と
管

内
市

町
村

）

【
都
道
府
県
外
の
閲
覧
機
能
】

・
子

ど
も

の
氏

名
、

性
別

、
生

年
月

日
、

住
所

・
保

護
者

の
氏

名

○
本
シ
ス
テ
ム
で
共
有
さ
れ
る
情
報
と
閲
覧
制
限

・
保

護
者

の
勤

務
先

・
家

族
の

状
況

（
同

居
親

族
と

児
童

と
の

続
柄

等
）

・
保

育
所

等
利

用
状

況

・
養

育
状

況

・
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

利
用

状
況

・
面

接
結

果
、

調
査

結
果

・
所

見

・
支

援
方

針
、

経
過

等

・
子

ど
も

の
氏

名
、

性
別

、
生

年
月

日
、

住
所

・
保

護
者

の
氏

名

・
子

ど
も

の
氏

名
、

性
別

、
生

年
月

日

・
保

護
者

の
氏

名

・
保

護
者

の
勤

務
先

・
家

族
の

状
況

（
同

居
親

族
と

児
童

と
の

続
柄

等
）

・
保

育
所

等
利

用
状

況

・
養

育
状

況

・
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

利
用

状
況

必
須
入
力
項
目

※
児

童
記

録
票

第
１

面

標
準

設
定

で
は

、
全

て
の

情
報

を
相

互
閲

覧
可

と
し

た
上

、
任

意
で

閲
覧

制
限

の
設

定
が

可
能

※
市

町
村

間
の

相
互

閲
覧

の
機

能
は

設
け

な
い

。
※

必
須

入
力

項
目

の
入

力
方

法
は

仕
様

書
で

提
示

し
、

標
準

化
を

図
る

。

※
各

児
童

の
児

童
記

録
票

を
登

録
し

た
児

童
相

談
所

や
市

町
村

の
名

称
及

び
連

絡
先

も
表

示
さ

れ
る

。

※
「

住
所

」
は

、
D

V
事

案
に

お
い

て
慎

重
な

取
扱

い
が

必
要

と
な

る
こ

と
か

ら
、

検
索

機
能

の
中

で
は

非
表

示
と

す
る

。

検
索

機
能

に
よ

り
表

示
さ

れ
る

内
容

他
の

自
治

体
の

情
報

を
閲

覧
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全
国
統
一
の
情
報
共
有
シ
ス
テ
ム
の
自
治
体
に
お
け
る
利
用
方
法
に
つ
い
て

【
既
存
の
シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
場
合
】

【
ワ
ー
ド
・
エ
ク
セ
ル
等
で
の
管
理
か
ら
情
報
共
有
シ
ス
テ
ム

に
よ
る
管
理
に
切
り
替
え
る
場
合
】

要
保
護
児
童
等
の
業
務
シ
ス
テ
ム

児
童

記
録

票

・
児

童
記

録
票

な
ど

、
各

ケ
ー

ス
の

対
応

に
当

た
り

必
要

な
情

報
を

管
理

＜
既

存
の

シ
ス

テ
ム

の
改

修
＞

・
全

国
統

一
の

情
報

共
有

シ
ス

テ
ム

へ
取

り
込

む
こ

と
が

で
き

る
C

S
V

フ
ァ

イ
ル

を
作

成
す

る
機

能
を

追
加

（
各

情
報

項
目

の
形

式
や

順
番

等
を

自
動

で
変

更
）

情
報
共
有

シ
ス
テ
ム

C
S

V
フ

ァ
イ

ル

・
C

S
V

フ
ァ

イ
ル

を
取

り
込

み
。

・
毎

日
、

バ
ッ

チ
処

理
が

行
わ

れ
、

デ
ー

タ
の

登
録

・
変

更
が

反
映

さ
れ

る
。

ワ
ー

ド
、

エ
ク

セ
ル

児
童

記
録

票
（

紙
）

児
童

記
録

票
（

電
子

媒
体

）

情
報
共
有

シ
ス
テ
ム

C
S

V
フ

ァ
イ

ル

＜
シ

ス
テ

ム
導

入
時

＞

・
C

S
V

フ
ァ

イ
ル

を
作

成
し

、
情

報
共

有
シ

ス
テ

ム
に

デ
ー

タ
を

取
り

込
み

。

（
業

務
委

託
等

に
よ

り
実

施
す

る
こ

と
を

想
定

）

＜
シ

ス
テ

ム
導

入
後

＞

・
シ

ス
テ

ム
の

画
面

上
で

、
直

接
、

新
規

登
録

・
更

新
等

を
行

う

（
シ

ス
テ

ム
に

即
時

反
映

）

※
シ

ス
テ

ム
導

入
時

か
ら

、
直

接
入

力
に

よ
り

デ
ー

タ
を

登
録

す
る

こ
と

も
可

能

（
全

国
共

通
の

サ
ー

バ
ー

に
接

続
）

（
全

国
共

通
の

サ
ー

バ
ー

に
接

続
）

※
本

シ
ス

テ
ム

は
、

各
自

治
体

の
ケ

ー
ス

記
録

（
児

童
記

録
票

）
に

関
す

る
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
と

し
て

の
機

能
を

有
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
現

在
、

各
自

治
体

で
保

有
し

て
い

る
ケ

ー
ス

記
録

を
本

シ
ス

テ
ム

に
登

録
す

る
こ

と
が

必
要

。

ケ
ー

ス
記

録
の

登
録

に
つ

い
て

は
、

下
記

の
と

お
り

、
既

存
の

シ
ス

テ
ム

を
使

用
す

る
場

合
と

そ
れ

以
外

の
場

合
の

２
通

り
の

方
法

が
あ

る
。

-　253　-



・
近

年
に
発

生
し

た
児

童
虐
待

の
事

案
に
お

い
て

、
転

居
し

た
際

の
自
治
体
間

に
お

け
る

引
き
継
ぎ

や
、
児
童

相
談

所
と
市

町
村

の
情

報
共

有
が

不
十

分
で
あ

っ
た

こ
と
が

課
題

と
し
て

挙
げ

ら
れ
て
い

る
。

・
こ

の
た
め

、
転

居
し

た
際

に
自
治
体

間
で
的

確
に
情

報
共
有

を
行
う

と
と
も
に

、
児

童
相
談

所
と
市

町
村
に

お
い
て

夜
間
・

休
日
も

含
め

、
日

常
的

に
迅

速
な

情
報

共
有

を
行
う

こ
と
が
で
き
る

仕
組

み
が

必
要

と
な
る

た
め

、
情

報
シ

ス
テ
ム

の
構
築
を

進
め

る
。

○
令
和
２
年
度
予
算
案
（
要
保
護
児
童
等
に
関
す
る
情
報
共
有
シ
ス
テ
ム
）

内
容

事
業

イ
メ

ー
ジ

背
景

・
目

的

○
全

国
統
一

の
シ

ス
テ

ム
開
発

（
令

和
２

年
度

予
算

案
：

7.
8億

円
（
全
額

国
費

）
）

○
自

治
体

に
お

け
る
シ

ス
テ

ム
改
修
費

用
等
の
補
助

（
令

和
２

年
度
予

算
案

：
18

3
億
円
の

内
数
（

児
童

虐
待

・
DV
対

策
等
総
合

支
援

事
業

）
）

【
補

助
基

準
額

】
１

自
治

体
当

た
り

40
,0

0
0
千

円
（

上
限

額
）

【
補

助
率

】
国

：
1/

2
、

都
道

府
県

、
市

区
町

村
：
1/

2

（
※

）
シ
ス

テ
ム

の
導

入
・

改
修
費

用
の
ほ
か

、
機

器
の

調
達
や

デ
ー
タ
の

取
り

込
み

に
関
す

る
費
用
も

補
助

対
象

と
な
る

。

市
区
町
村

児
童

相
談

所
（

都
道

府
県

）
市

区
町

村
厚
生

労
働

省

情
報

共
有

シ
ス

テ
ム

（
※
）
各
自
治
体
に
お
い
て
、
情
報
共
有
シ
ス
テ
ム
を
円
滑
に
利
用
で
き
る
よ
う
、

現
在
、
業
務
に
使
用
し
て
い
る
シ
ス
テ
ム
の
改
修
等
を
実
施

【
Ａ
県
】

全
国
統
一
の
シ
ス
テ
ム
の
開
発

都
道
府
県
・
市
町
村
が

ケ
ー
ス
記
録
を
共
有

（
日
常
的
に
情
報
共
有

を
行
う
こ
と
が
可
能
）

市
区
町
村

児
童

相
談

所
（

都
道

府
県

）
市

区
町

村

【
Ｂ

県
】

転
居
し
た
場
合
、

ケ
ー
ス
記
録
を
共
有

（
転
居
先
の
自
治
体

に
お
け
る
迅
速
な

対
応
が
可
能
）

・
ケ
ー
ス
記
録
の
情
報
共
有
の
た
め
に

各
都
道
府
県
が
利
用
す
る
全
国
統
一

の
シ
ス
テ
ム
を
開
発

※
 
LG
WA
N-

AS
P（

L
GW
AN
（
自
治
体
を
相
互
に
接
続
す
る
行
政
専
用
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
を
介
し
て
、

自
治
体
職
員
に
各
種
行
政
事
務
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
仕
組
み
）
を
活
用
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 子家発０２２１第１号 

令和２年２月２１日 

 

  都道府県 

各 指定都市 児童福祉主管部（局）長 殿 

中核市 

 

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長 

（公印省略）      

 

 

要保護児童等に関する情報共有システムについて 

 

 

児童福祉行政の推進については、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上

げる。 

近年に発生した児童虐待の事案においては、転居した際の自治体間の引き継ぎ

や、児童相談所と市町村（特別区含む。）の情報共有が不十分であったことが課題

として挙げられており、こうした課題の解決に当たっては、転居した際に自治体間

で的確に情報共有を行うとともに、児童相談所と市町村において夜間・休日も含

め、日常的に迅速な情報共有を行うことができる仕組みが必要であることから、

「児童虐待防止対策の抜本的強化について」（平成31年３月19日児童虐待防止対策

に関する関係閣僚会議決定）等において、要保護児童等に関する情報共有システム

（以下「情報共有システム」という。）の整備を進めることとしている。 

情報共有システムの整備に当たっては、自治体間の情報共有がより円滑に行われ

るよう、全国統一のシステムの開発を進めることとし、今般、別添のとおり、情報

共有システムの設計・開発等のための仕様書を作成したので、お知らせする。 

本仕様書に基づき、社会福祉法人横浜博萌会子どもの虹情報研修センターにおい

て、情報共有システムの構築を行うこととしており、令和２年度にシステム開発を

行い、令和３年度から運用を開始する予定であるため、各都道府県及び市町村にお

いては、早期に情報共有システムの導入を行うことができるよう、令和２年度から

必要な準備を進めていただきたい。 

都道府県におかれては、本通知の内容を了知いただくとともに、管内市町村（指

定都市・中核市を除く。）に対する周知をお願いする。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和22 年法律第67 号）第245 条の４第１項の規

定に基づく技術的な助言であることを申し添える。 
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モ
バ
イ
ル
端
末
の
活
用
に
関
す
る
取
組
事
例

岐
阜
県
の
取
組

○
現
状
・
課
題

・
児
童
虐
待
発
生
時
に
お
い
て
は
、
子
ど
も
の
安
全
確
保
を
最
優

先
す
る
た
め
、
迅
速
か
つ
的
確
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
岐
阜
県
で
は
以
下
の
よ
う
に
情
報
の
確
認
や
共
有
に

時
間
を
要
し
て
い
る
。

・
勤
務
時
間
外
に
児
童
虐
待
に
関
す
る
通
報
を
受
け
、
安
全
確
認

に
赴
く
場
合
、
当
番
職
員
は
自
宅
か
ら
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
（
児

童
相
談
所
）
に
登
庁
後
、
子
ど
も
相
談
支
援
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
、
児

童
や
家
庭
に
関
す
る
情
報
を
把
握
し
た
上
で
現
地
に
赴
い
て
い
る
。

・
現
場
の
写
真
を
共
有
す
る
た
め
、
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
で
撮
っ
た
画

像
を
帰
庁
後
、
共
有
し
て
い
る
。

○
令
和
２
年
度
か
ら
の
対
応

・
児
童
虐
待
事
案
へ
の
対
応
を
迅
速
に
行
う
た
め
、
児
童
相
談
所
に
カ
メ
ラ

付
き
モ
バ
イ
ル
端
末
を
導
入
。

・
虐
待
の
通
告
を
受
け
て
訪
問
し
た
現
場
か
ら
、
職
員
が
子
ど
も
の
あ
ざ
な

ど
を
端
末
で
撮
影
し
、
児
童
相
談
所
と
直
ち
に
共
有
す
る
こ
と
で
一
時
保
護

の
必
要
性
を
判
断
す
る
際
に
役
立
て
る
。

・
ま
た
、
家
庭
訪
問
等
に
お
い
て
、
訪
問
中
に
も
職
員
が
端
末
を
使
っ
て

シ
ス
テ
ム
か
ら
必
要
な
情
報
を
確
認
で
き
る
ほ
か
、
移
動
時
間
中
に
端
末
を

使
っ
て
対
応
記
録
を
入
力
す
る
こ
と
も
可
能
。

資料34
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S
N
S
を
活
用
し
た
相
談
対
応
に
関
す
る
取
組
事
例

東
京
都
の
取
組

○
子
育
て
の
悩
み
等
の
相
談
対
応
に
Ｌ
ＩＮ
Ｅ
を
活
用
す
る
仕
組
み
に
つ
い
て
、
平
成
3
0
年
1
1
月
１
日
～
1
1
月
1
4
日
ま
で
の
期
間
、

試
行
的
な
取
組
を
実
施
。

○
こ
の
結
果
、
下
記
の
と
お
り
、
一
定
の
効
果
が
あ
っ
た
た
め
、
令
和
元
年
８
月
１
日
よ
り
、
Ｌ
ＩＮ
Ｅ
に
よ
る
相
談
対
応
を
本
格
的
に

実
施
。

※
東
京
都
の
ほ
か
、
群
馬
県
及
び
神
奈
川
県
で
も
S
N
S
を
活
用
し
た
相
談
対
応
を
実
施
。

（
参
考
）平

成
30
年
度
実
施
状
況

登
録
者
数
：9
8
9
人

相
談
対
応
件
数
：
5
76
件

※
同
期
間
に
お
け
る
電
話
相
談
は
約
39
0件

（
相
談
者
内
訳
：保

護
者
2
77
人
、
子
ど
も
6
5人

、
第
三
者
18
人
、
不
明
2
1
6
人
）

資料35
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来
年
度
の
取
組
事
項

テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム
の
試
行
を
拡
大
予
定

〇
児
童
相
談
所
３
か
所
か
ら
す
べ
て
の
児
童
相
談
所
（
１
０
か
所
）
に
拡
大

〇
区
市
町
村
は
、
１
自
治
体
か
ら
３
自
治
体
に
拡
大
（
区
部
２
か
所
、
市
部
１
か
所
）

〇
試
行
期
間
を
令
和
３
年
度
ま
で
に
延
長

テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
児
童
相
談
所
間
、
児
童
相
談
所
と
子
供
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
（
区
市
町
村
）

間
の
協
議
・
会
議
の
効
率
化
・
強
化
を
行
う
。

令
和
元
年
度
試
行
し
て
い
る
テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム
を
拡
大
す
る

方
向
性

テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム
の
活
用

検
討
内
容
等

子
家

送
致
・
援
助
要
請

逆
送
致
・
指
導
委
託

地
域
児
相

個
別
協
議

〇
テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム
の
活
用
に
つ
い
て

①
児
童
相
談
所
業
務
に
お
け
る
体
制
強
化

専
門
課
長
に
よ
る
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ズ
、
児
童
相
談
所
間
の
ケ
ー
ス
移
管
に
係
る
協
議

②
児
童
相
談
所
と
区
市
町
村
と
の
連
携
強
化
と
業
務
効
率
化

個
別
ケ
ー
ス
検
討
会
議
の
開
催
、
送
致
・
援
助
要
請
に
係
る
協
議

〇
令
和
元
年
度
の
試
行
状
況

３
か
所
の
児
童
相
談
所
及
び
１
か
所
の
区
で
実
施

【
効
果
】

専
門
課
長
の
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ズ
の
増
加
、
業
務
の
効
率
化
（
移
動
時
間
の
短
縮
等
）

情
報
共
有
の
迅
速
化
、
研
修
で
の
活
用

資料36
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